
豊前市低所得者給付金（こども加算）必要書類（チェック用） 

※豊前市低所得者給付金（こども加算）申請書（請求書）に添付して提出する書類です。 

 

①別世帯で扶養している１８歳以下の児童（平成１７年４月２日生まれ以降）がいる 

□豊前市低所得者給付金（こども加算）申請書（請求書） 

※ホームページからダウンロード可能、もしくは給付金コールセンター（ＴＥＬ：０１２０－０３４－５５３）にお問合せ。 

□本人確認書類の写し（コピー） 

※申請者の免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険証のコピー 

□受取口座を確認できる書類の写し（コピー） 

※通帳やキャッシュカードの写し（コピー）など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の 

写し（コピー）をご用意下さい。 

□扶養児童分の属する世帯全員及び続柄が記載された住民票の写し（コピー） 

 

②令和５年１２月２日以降世帯主が豊前市外へ転出し、転出先で生まれた 

新生児分の追加がある場合。 

□豊前市低所得者給付金（こども加算）申請書（請求書） 

※ホームページからダウンロード可能、もしくは給付金コールセンター（ＴＥＬ：０１２０－０３４－５５３）にお問合せ 

□本人確認書類の写し（コピー） 

※申請者の免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険証のコピー 

□受取口座を確認できる書類の写し（コピー） 

※通帳やキャッシュカードの写し（コピー）など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の 

写し（コピー）をご用意下さい。 

□住民票（世帯全員分）の写し（コピー） 

※令和５年１２月２日以降に豊前市から転出し、転出先の市町村で出生の届け出を提出された対象児童がいる場合

に必要となります。 


